
 

四日市市告示第１５２号 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱を次のように

定める。 

令和４年３月２８日 

四日市市長  森  智 広   

 

四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例（令

和３年四日市市条例第２８号。以下「条例」という。）及び四日市市学校給食の実施

及び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和３年四日市市規則第６１号。以

下「規則」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例

による。 

（学校給食提供の申込み等） 

第３条 規則第３条第１項に定める学校給食申込書の様式は、第１号様式とする。 

２ 学校給食費負担者は、次の各号に掲げる場合その他学校給食の提供を受ける状況

に変更が生じた場合は、速やかに学校給食変更届（第２号様式）によりその旨を市

長に届け出なければならない。 

 (1) 市外校への転学等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を受けなく

なる場合 

 (2) 長期欠席等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を一時的に受けな

くなる場合 

 (3) 児童若しくは生徒又は教職員等が年度の途中に別の本市が設置する学校へ転学

又は異動となった場合 

 (4) 食物アレルギー等で食材に関する特別の配慮が必要となった場合  

 （学校給食費負担額） 

第４条 規則第４条第２項の市長が別に定める額は、別表のとおりとする。 

（学校給食費の納入通知） 

第５条 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を決定したときは、学校給食費負

担者に対し、学校給食費納付額決定通知書（第３号様式）により学校給食費の納入



 

の通知をするものとする。 

２ 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を変更したときは、学校給食費負担者

に対し、学校給食費納付額変更通知書（第４号様式）により変更後の学校給食費の

納入の通知をするものとする。 

 （補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

食材に関する特別の配慮

又は特別の事情により提

供を受ける学校給食 

学校給食費負担額 

小学校の第１学

年から第３学年

までの児童 

小学校の第４学

年から第６学年

までの児童 

主食と副食 ２０１円 ２１３円 

主食がパン

である学校

給食の場合 

主食と牛乳 １１０円 １１６円 

主食 ５５円 ６１円 

副食と牛乳 ２０１円 ２０７円 

副食 １４６円 １５２円 

主食が米飯

である学校

給食の場合 

主食と牛乳 １１３円 １２１円 

主食 ５８円 ６６円 

副食と牛乳 １９８円 ２０２円 

副食 １４３円 １４７円 

牛乳 ５５円 ５５円 

 

 



第１号様式（その１）（第３条関係） 

学校給食申込書（児童生徒用） 

四日市市長 

                         

         年    月    日 

 

  私は、下記の児童生徒が四日市市立の小中学校に在学する期間中の学校給食の提供を申し込みます。 

 

申込者 

（保護者） 

フリガナ  児童生徒 

からみた 

続柄 

  
名 前  

住 所 

〒      －  

 

＊住民票の住所をご記入ください。 

文書の送付先 

□ 上記の住所 

□ その他 

〒      －  

 

＊いずれかにチェックしてください。住民票の住所以外の場所への送付を希望する場合

は、「その他」にチェックのうえ、送付先をご記入ください。 

連絡先 
電 話 番 号  

メールアドレス  

提供を受ける 

児童生徒 

フリガナ  

生年月日 年   月   日 
名 前  

学 校 名 学校  
□ 新 １ 年 生 

□     年    組    番 

 

・この申込書は、児童生徒 1人につき１枚提出してください。 

・この申込書は、提出日から児童生徒が四日市市立の小学校及び中学校に在学する期間中、有効です。 

 

・食物アレルギー等がある場合は、必ず学校にご相談ください。 

 

・学校給食費に関する文書（給食費決定通知書・納付書・督促状等）をお送りする際は、原則として児童生徒と 

同一世帯の保護者の住民票の住所に送付します。  

＊住民票の住所以外の場所への送付を希望する場合は、必ず上記「文書の送付先」欄をご記入ください。 

 
この申込書をもって、四日市市及び四日市市教育委員会が有する個人情報（就学援助等）を学校給食事業の

範囲内において、四日市市学校給食担当課に提供することに同意します。また、学校給食費に滞納が生じた場

合、当該債権の回収に必要な範囲内において、個人情報を調査し、関係する組織間で共有することを了承します。 



第１号様式（その２）（第３条関係） 

学校給食申込書 （教職員用） 

 

四日市市長 

                                                                   年   月   日 

 

 

 私は、四日市市立学校に在勤する期間中の学校給食の提供を申し込みます。 

申込者 

フリガナ  

名前  

職名   職員番号  

住所 
  

 

連絡先 

電話番号  

メールアドレス  

複数校勤務の 

有無 
あ り   ・   な し 

主たる勤務校名 

＊出勤証明書 

枝番 1の学校 

 

週の喫食数 3回以上        ・        週の喫食数２回以下 

 

・この申込書をもって、四日市市及び四日市市教育委員会が有する個人情報を学校給食事業の範囲内

において、四日市市学校給食担当課に提供することに同意します。また、学校給食費に滞納が生じた

場合、四日市市学校給食担当課が当該債権の回収に必要な範囲内において、個人情報を調査し、関

係する組織間で共有することを了承します。 

・この申込書は、申込者が四日市市立の小学校及び中学校に在勤する期間中は、勤務校が変更となった

場合でも有効となります。 

・週の喫食数３回以上の職員の徴収月額は、児童（高学年）・生徒と同じです。 



第２号様式（その１）（第３条関係） 

学校給食変更届 

四日市市長 

                             令和   年   月   日  

                                                    〒 

                                                    住所                                  

                                                    フリガナ                                 

保護者 名前                                       

                                                    電話番号                              

 

学校給食の提供について変更が生じたので、次のとおり届け出ます。 

 
 

【備考】・この届出書は、児童・生徒ごとに記入し、学校へ提出してください。 

      ・欠席の場合は、連続１０日以上（日曜日、土曜日、祝日等の学校休業日を除く）の欠席が対象と 

なります。 

      ・学校提出後、４日目（土曜日、日曜日、祝日等の学校休業日を除く）以降の給食費に反映します。 

学
校
給
食
の
提
供
を
受
け
る
児
童
・
生
徒

学校名 四日市市立　　　　　　　　　　　学校 　　　　　　　　　年　　　　　組　　　　　番

フリガナ

名前

生年月日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日　生

変
更
・
停
止
等

　下欄に掲げる事項のうち、該当するものをチェックし、必要事項をご記入ください。

  □　転校
　 　  □ 市内小中学校への転校
　　　　　　　　　　⇒転校先の学校名　　（　　　　　　　　　　学校　　　　年　　　　組　　　　番）
 
　  　 □ 市外又は私立小中学校への転校
　
   □　給食提供の停止　　＊連続して10日以上となる場合のみ
　　　□ 長期欠席のため
　　　□ その他　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  □　給食提供の再開

  □　その他
　

期間 　　　　　　　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　 日から

【学校記入欄】  

      ・給食停止日（転出校等にて記入）        年     月     日まで 

      ・給食開始日（転入校等にて記入）        年     月     日から 

 



第２号様式（その２）（第３条関係） 

食物アレルギー等による学校給食変更届 

四日市市長 

                               年    月    日 

   

                                                   〒 

                                                    住所                                       

                                                    フリガナ                                    

保護者 名前                                       

                                                    電話番号                                   

 

次のとおり食物アレルギー等による学校給食の変更を届け出ます。 

 

【備考】 

      ・この届出の提出により、学校給食費の額が変更となります。 

      ・学校提出後、４日目（土曜日、日曜日、祝日等の学校休業日を除く）以降の給食費に反映します。 

 

　　２．学校給食を停止

　□　飲用牛乳　     ３．学校給食を再開

＊はっこう乳（停止 ・ 停止しない）

　□パン　　

　□米飯 　　　   

 □副食 ＊全て停止する場合のみ

　１．次の食品を停止
　　　　　　  ＊複数チェックも可

◆給食変更を届け出る理由に〇をつけてください。

学
校
給
食
の
提
供
を
受
け
る
児
童
・
生
徒

学校名 四日市市立　　　　　　学校
　□　　　　　　　　新1年生

　□　　　　　　　年　　　　　組　　　　　番

フリガナ

名前

生年月日

１．　食物アレルギー ２．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　生

◆給食区分の変更について、次の該当する番号に〇をつけて、必要な項目にチェックしてください。

【学校記入欄】  

      ・給食変更届受領日          年     月     日 

      ・給食費反映日              年     月     日 

 



第２号様式（その３）（第３条関係） 

学校給食変更届（職員用） 

四日市市長 

                                   年    月    日 

   

                                                   〒 

                                                    住所                                       

                                                    フリガナ                                    

名前                                       

                                                    電話番号                              

 

学校給食の提供について変更が生じたので、次のとおり届け出ます。 

 

【備考】・この届出書は、学校へ提出してください。 

       ・学校提出後、４日目（土曜日、日曜日、祝日等の学校休業日を除く）以降の給食費に反映します。 

学
校
給
食
の
提
供
を
受
け
る
職
員

学校名

フリガナ

名前

変
更
・
停
止
等

　下欄に掲げる事項のうち、該当するものをチェックし、必要事項をご記入ください。

   □　退職・市外（私立）への異動

  □ 市内小中学校への異動
　　　　　　　     　　⇒異動先の学校名　　（　　　　　　　　　　　　　　　学校　　）

   □　給食提供の停止　　＊連続して10日以上となる場合のみ

  □　給食提供の再開

  □　給食回数区分の変更　（１．２どちらかに〇）
　　　　　　　　　　　　１．　「週の喫食数　３回以上⇒２回以下への変更」

　　　　　　　　　　　　２．　「週の喫食数　２回以下⇒３回以上への変更」

  □　その他

　　　四日市市立　　  　　　　　　　   　　　学校 職名

職員番号

期間 　　　　　　　　　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日から

【学校記入欄】  

      ・給食停止日（転出校等にて記入）        年     月      日まで 

      ・給食開始日（転入校等にて記入）        年     月      日から 

 



第３号様式（その１）（第５条関係） 

  年  月  日 

        様 

四日市市長           

 

四日市市学校給食費納付額決定通知書 
 

     年度の学校給食費納付額を次のとおり決定しましたので通知します。納期限までに納付額

を納入してください。 

 

１．給食対象者（児童または生徒等）の名前 

 

２．納付額と納期限           年額          円 

 期別 学校給食費 公費負担額 納付額 納期限 

（口座振替日） 

第１・２期 円 円 円 年  月  日 

第３期 円 円 円 年  月  日 

第４期 円 円 円 年  月  日 

第５期 円 円 円 年  月  日 

第６期 円 円 円 年  月  日 

第７期 円 円 円 年  月  日 

第８期 円 円 円 年  月  日 

第９期 円 円 円 年  月  日 

第１０期 円 円 円 年  月  日 

第１１期 円 円 円 年  月  日 

年間学校給食費 円 円 円  

  ※  年間の給食実施回数により年間学校給食費が算定されることから、学校または学年ごとに年

間学校給食費の額が異なります。 

※ 「公費負担額」とは、生活保護または就学援助の給付対象額を指します。 

生活保護または就学援助を受けている期間は、学校給食費を納入する必要はありません。 

 

  今回決定した学校給食費納付額の内訳 

 

 

 

３．納付方法 

   口座振替 ・ 納付書 

 

・口座振替の方法により納入される方は、納期限の日に預貯金口座から引き落としをしますの

で、その前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。 

・納付書により納入される方は、同封の納付書をもって指定の金融機関またはコンビニエンス

ストアにて納期限までにお支払いください。 

 

 



第３号様式（その２）（第５条関係） 

年  月  日 

        様 

四日市市長           

 

四日市市学校給食費納付額決定通知書 

 

学校給食費納付額を次のとおり決定しましたので通知します。納期限までに納付額を納入し

てください。 

 

１．納付額 

      年  月分 学校給食費         円 

 

    今回決定した学校給食費納付額の内訳 

     １食単価   給食実施回数 

        円  ×    回   ＝     円 

 

２．納期限 

      年  月  日 

 

３．納付方法    

  口座振替 ・ 納付書 

 

・口座振替の方法により納入される方は、納期限の日に預貯金口座から引き落としをし

ますので、その前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。 

  ・納付書により納入される方は、同封の納付書をもって指定の金融機関またはコンビニエ

ンスストアにて納期限までにお支払いください。 

 

 

 ※ 学校給食費について 

  ・学校給食費は、学校給食に要する経費のうち、食材費相当額をご負担いただくもので

す。 

  ・学校給食費の納め忘れにご注意ください。 

 

 ※ この通知は、一定期間内に学校給食を食べた児童生徒、教職員等に対し、学校給食回数

分の学校給食費のお支払いをお願いするものです。 



第４号様式（第５条関係） 

年  月  日 

        様 

四日市市長           

 

四日市市学校給食費納付額変更通知書 

 

    年度の学校給食費納付額を次のとおり変更しましたので通知します。納期限までに納

付額を納入してください。 

 

１．給食対象者（児童または生徒等）の名前 

 

２．変更の内容 

(1) 変更事由  

 

 

(2) 変更前の納付額 年額      円 

(3) 変更後の納付額 年額      円 

(4) 変更後の納付額に係る各期内訳 

期別 納付額 納期限 

（口座振替日） 

期別 納付額 納期限 

（口座振替日） 

第１・２期 円   第７期 円   

第３期 円   第８期 円   

第４期 円   第９期 円   

第５期 円   第１０期 円   

第６期 円   第１１期 円   

   合計 円   

（注）納付額欄内の右部に＊印がある期が納付額に変更があった期です。 

 

 

・口座振替の方法により納入される方は、納期限の日に預貯金口座から引き落としをしますの

で、その前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。 

・納付書により納入される方は、同封の納付書をもって指定の金融機関またはコンビニエンス

ストアにて納期限までにお支払いください。 

 

 

 

 



 

（教育委員会学校教育課） 


